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国立大学法人東京農工大学学位規程の一部改正 

国立大学法人東京農工大学学位規程を次のとおり改正する。 

現行 改正 備考 

(学位記の様式) 

第 23条 学士、修士、博士及び修士(専門職)の学位記の様式は、別表 1か

ら別表 15までのとおりとする。 

 

別表 14(第 23条関係) 

(学位記の様式) 

第 23条 学士、修士、博士及び修士(専門職)の学位記の様式は、別表 1か

ら別表 16までのとおりとする。 

 

別表 14(第 23条関係) 
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現行 改正案 備考 

 

別表 15(第 23条関係) 

 

別表 15(第 23条関係)  
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現行 改正案 備考 

 

(新設) 

 

別表 16(第 23条関係)  
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附 則（24教規程第 30号） 

この規程は、平成 24年 7月 2日から施行する。 
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